
令不日6年 2月 20日

教育委員会定例会議案書

草津市教育委員会





付議事項 `(7件 )

議第 3号 臨時代理の承認を求めることについて

議第 4号から議第 9号まで

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委

員会の事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求

めることについて
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議第 3号

臨時代理の承認を求めることについて

上記の議案を提出すると

令 和 6年 2月 20日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也

_a_′



臨時代理の承認を求めることについて

本教育委員会は、所属職員の休職処1分を行 うに当たり、委員会を招集する時間的余裕

がなかつたので、草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則 (昭和 31年草津市教

育委員会規則第 4号)第 3条の規定により教育長が臨時に代理 したため、委員会に報告

し、その承認を求める。

Ⅲ
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草津市教育委員会の所管に属する職員の休職処分にっいて

草津市教育委員会の所管に属する職員の休職処分を行 うに当たり、教育委員会の会議

を1召集する時間的余裕がないことから、草津市教育委員会荻育長に対する事務委任規則

(昭和 31年章津市教育委員会大ノ亀則第 4号)第 3条の規定に基づぎ、ムのとおり臨時に

代理する。                       1      :
記       _

1 体職処分を行 う者

職員 渡辺 智美   !
2 発令 日

令不日6年 2月 1日

3 処分の期間

令和6年 字月1日 から令和6年 3月 31日 まで

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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議第 4号

平

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案にっいて意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

J上
記あ議木安を提出する。

令和 6年 2月 20日

車津市教育委員会

教育長 藤日 雅也

′
´ ヽ

、
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつ

ヤヽ て                                    .                 フ

令和 6年度草津市一般会計予算に紺する意見を市長に申し出るにつき、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号 )第 29条の規定に基づき、

本委員会の議決を求めると

'記

意見  特になし         1
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令不口6年度当初予算

概要書

令不日6年 2月 20日 開催

定例教育委員会資料
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◎令和 6年度 会計別予算規模

8,609,900100.089,024,6009.7100.097,634,500言‐「△

719,90038.434,204,6002,135,834,924,500特 月十1会 計 の 計

4,0006.45,818,0000,15,95,822,000下水道事業

142,000454,014,0003.54,34,156,000水道事業

274,3002.01,747,7001572112,022,000後期高齢者医療

556,60010.89,576,3005.810.410ぅ 132,900介護保険事業

77,1001.31,134,700681.31,211,800学校給食センター

△ 274,12000.5411,600△ 66.60.1137,400財産区

△ 59,90012.911,502,300△ 0.511.711,442,400国民健康保険事業

特

丹町

△
言

計

71890,00061.654,820,00014464.262,710,000般   会   計

増 減 額

令 和 5年 度 当 初

予 算 額

令 和 6年 度 当 初

予 算 額

名計
ハ

-10-



r

◎令和 6年度 二般会計款別総括表

の の 予

`ま

、 で

交付金により全額国費で補填されます。
してい

r

込

ｒ鉾

・
，■
μ丼今ヽ

♂

房
７

・

亀

哉
氣

下

輩

歳 出 合 計 62,710,000 14.4100!0 100.054,820,000 7,890,000
13.予備費 30,000 △  70 000 0.2100,000 △ 70,000

12.諸支出金 0.4260,000 52.9 O.3170,000 90,000

11.公債費 7!04,407,221 △ 2.9 8134,540,020 △  132,799

10.教育費 12.27,620,531 5,327,34043.0 9,7 2,293,191

9.消防費 2,71,669,115 1,551,2137!6 2.8 117,902

ё.土木費 15.09,417,742 _ 8,282,10213,7 15. 1 1,135,640

7.商 工費 0.4226,662 230,103△ ■ 5 0.4 △  3,441

528,4586.農林水産業費 0,8 493,4257.1 0.9 35,033

104,3055.労働費 △  44.80.2 188,913 △ 84,608

4.衛生費 3,658,635 5.95.8 3;455,046 203,5896.3

27,836;2333.民生費 13.844 4 24,457,601 44.6 3,378,632

6,645,4712.総務費 16.110.6 10.55,723,522 921,949

i議会費 0.5305,627 16 0.6300,715 4,912

歳 入 合 計 62,710,000 144100.0 100.054,820ぢ 000 7,890,000

21.市債 7,0写 0,000 108.911.2 6.23,375,400 3,674,600

20.諸 収入 1,6988,574 15.5 1.6851,252 132,322

19.繰越金 Or 01 '0.0
0.01 0

18.繰入金 4.02,488,926 25 8 3.61,977,397 510,629

17.寄附金 13783,452 27.3 1.1615,664 167,788

16.財産収入 0.3158,115 19,9 0.2131,872 26,243

15.県支出金 8.15,108,225 4,443,11715.0 8.1 665,108
14.国庫支出金 19.111,972,491 10,285,62416.4 18.8 1,686,867

1,234,59913.使用料及び手数料 9.62.0 1,126,210 108,3892.1

318,200及び揆担金12.分担全 △ 5。 90.5 338,329 △ 20,1200,6

14,70511.交通安全対策特別交付金 △ 8.90.0 16,138 △  1,4330.0

2,211,00010.地方交付税 19:23.5 3.41,855,000 356,000

9.地方特例交付金 831,000 333 91,3
´0,3191,535 639,465

sf環境性能割交付金、 66,000 20.00.1 0.155,000 11 ,000

7.地方消費税交付金 3,519,Op0 1,15。 6 6.33,480,000 39,000

454,0006:法人事業税交付金 △ 5.8 482,000 △ 28,0000.9

5,株式等譲渡所得割交付金 167,000 49.10,3 0.2112,000 55;000

4.固己当害1交付金 141,000 △ 15.60.2 013167,000 △  26,000

3.利子割交付金 0.014,009 △ 12.5 0,016,000 △  2,000

2.地方譲与税 016344,000 9.9 0.6313,000 31,000

1.市税 391624,851,612 △ 0.5 45,624,987,470 △  135,858

国科

年 度 当 初者手  不口  6

予 算 額

令 和 5年 度 当 初

予 算 額
増 減 額

△654,000千 円 ) なお、減収分は 地方特例
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基本理金

子 ど奪が置 く載 菅 0奮 葛

出会 い と学び 0ま 寄  く査う

2.確かな学力の育成

9.文化財の保存と活用

露

Ｖ

Ｉ

Ｆ

，

1.豊かな心と健やかな体の育成

3.教職員の指導力の向上

学校の教育力を高める
4.学校経営の充実

5.教育環境の充実

6.家庭 B地域での学びの充実

7.生涯学習ロスポエツの充実

8.文化 t芸術の振興
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令和 6年度当初予算における新規・ 拡大等事業

主要施策 (案 )
(単位 :千円)

第二学校給食センター2o6,886新規中学校給食無償化事業費

学校給食センター70,506継続給食材料費価格高騰対策事業費

学校教育課15,583拡大スクールESDく 0つ推進費

教育総務課210,527継続小・中学校大規模改修費

教育総務課1,849;597新規Eヽ・ 中学校体育館等空調設備整備費

児童生徒支援課38,435拡大不登校児童生徒支援費

国スポ・障スポ推進窒114,405継続わたSHIGA輝く国スポ `障スポ準備費

スポーツ推進課3,841,31
うち2,OOO新規革津市立プール整備・運営費

スポエツ推進課9,690継続(仮称)新志津運動公園整備費

生涯学ヨ課6,085新規(l反称)草津市読書のまち推進計画茶定費

歴史文イヒ財課3,185継続(仮称)草津市歴史資料館整備費

歴史文イじ財課134,121継続史跡芦浦観音寺跡整備費

歴史文化財課108,875継続史跡革津宿本陣整備費

学校給食センター

第二学校給食センター

学校多文育課

5,551新規
市制施行70周年記3事業費

・市需」施行70周年記念給0事業
。ESDフ ェスタin革津
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未来を担う子ども育成プロジ主クト
(単位 :千円)

260

4,鼻65

330

計画策定業務委託費

計画冊子印刷製本費
第3期基本計画の振り返り

O国・県の第4期計画を参酌・整合

O市の個別計画との整合

策定方針

+

副    Я鞠 線 細 薪
期草津市教育振興基本計画を策定することにより、草津市の教育施策の推進を図ります。

〈事 栗の 目的 B効果〉

【スケジュニル】                   i
令和6年 6月 ～10月 車津市教育振興基本計画策定委員会の開催

12月     パブリックコメントの実施
令和7年 3月    計画策定

間とする第4期車津市教育振興基本
度を迎えることから、引き続き車津市

5,0555,055

教育委 員会

規第4期教育振興基本計画策定費
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未来を担う子ども育成プロジェクト
(単位 :千円 )

ESD活動推進費

立命館大学協働事業委託費

Dア 12,203

1,760

1,620

ESOの基本的な考え方

〔矢構裁、儀繕観t待動等1

環境、経済、社会窪 洋

轟壌́ 真化
多善控1警暴違藤

・地域の

文化員4等

エネ

ジ♭ギー

琶鍮

理簿

コ臣不野

舶 評孵勢誓

ESD=EducauOn for Sustainable De↓ elopment持続可能な開発のための教育※

【スケジュール】 !

令和6年度～12年度 すべての全市立小中学校での実践 †修詐しル・

創 目とを

実践の

拡大】D担当を配置【

大

ャンパス体験をとおしてSDGき I ついて学ぶ機会を
催し、 交流を実施【新規】

校で学校と地域との連携を核にESDのネ見点 I

て、令和4・ 5年度にモデル校3校で教育的効果を検証してきましたが〔令和6年度から市内
こ立った学習活動を展開します。

全小中学
市内小中学校では、「持続可能な社会の り手」を育む教育である耳SDを推進していくこ キ旨し

〈事業の概要〉

H市制施行70周年記念事業とし

H市内小中学校 (全 20校 )におい
〔指導主事1人、アドバイザー(会計年度任用職員

B立命館大学と協働し、市内中学
提供【拡大】

【主な内容】
E市内小中学校のESD実践を支援するため、

15,583 810 14,773

スクールESDくさつ推進費 拡大
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未来を担う子ども育成プロジェクト
(単位 :千円)

埒
一二ヽ“掘“

14,073

43,774

9,136

70,506

(公立 幼稚園型認定こども園)

食材料費価格高騰対策事業費

育所等食材料費価格高騰対策

援補助金 (民間保育所等)

公立小・中学校

(学校給食センタエ特別会計繰出金)

公立保育所・認定こども園

(債務負担行為):

令和7年度～令和9年度

〈手栗の目的H効果〉
食材料費の高騰の中にあうても、安全a安心かつ質や量の確保された給食の安定した提供を行うと

ともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることができます。

市内の公立小日中学校、公立および民間保育所等では 適ヾ切な栄養の摂取による子どもの健やか
な成長と健康の保持増進等のために、給食を提供しています。
食材料費が高騰している状況下においても、子どもの成長に必要な質E量が確保された給食の提

供を維持するとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、食材料費の高騰相当分に対する支援
を行います。    、      |

【対象施設】
日公立小学校
と公立申学校
B公立保育所・認定こども国
“民間保育所等
(保育所 B認定こども園日小

対象児童数 :約 8,500人
対象生徒数 :約 31900人
対象児童数 1約 1,300人
対象児童数 :約4,300人

規模保育施設 E家庭的保育施設ぼ幼稚園)

〈事業の概要〉

21,88721,88779,642123,416

1教育総務課
1学校給食センター
第二学校給食センター
幼児課 H幼児施設課子ども未来部

教育委員会

給食材料費価格高騰対策事業費 継続
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未来を担う子ども育成プロジエクト
(単位 :千円)

中学校給食無償化事業費
中学校給食支援給付費 9,

203,213

拒が増える中学生がいる世帯を対象に給食費を無償化し、子育
緒

の

的負担を軽減するため、市内の公立中学校に在籍している生徒の給食費を無

をアレルギーや不登検等モ長期間喫食ときない生徒め保護者に対して給食費相

警報騨騨l警響イ韓

給食費無l史化

今稲6年度

I

〉

現 行

た、ま 中

し

子

保護者負担なし ■・――……―…ど

550P丑/月 増顕

く増霞分は給食材料費価特高鱗対策事業資にて対応〔,20))

当分を給付します3

【対象人数】  生徒数 :約9,900人

鮮鶏鶏籐1率韓″荘|

保護者負担     :

繰 _  20o,886

教育委員会 教育総務課
第二学校給食セン夢―  ・

中学校給食無償化事業費 新規

(
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未来を担う子ども育成プロジェクト
(単位 :千円)

会計年度任用職員費(2人 )

【登校支援室加配教員】
会計年度任用職員費
(県配置教員を除く19人 )

その他事務費

【フリエスクール利用助成事業】
フリースクール利用助成費
その他事務費

1,285

27,386

6,701

ヤルワクー′

2,957

106

不登較率 (lrooo人率〕
70.O

SOrO

50_〔〉

40.0

300

20.O

tO_O

OO
H29 猫尋O  Rと

,二 ,,全騒 (小 )― .県 (小〕

■ 全ヽ国 (準 J 
―

曜 (寧 )

3生 ,1

4と ,2
奪3.O

4こ.e

54,1

7,O

・。

57.こ  59,a

13.S
と7rO

魏 .1

29.虫

景争   R4

ⅢⅢ】南 千小)

―卜う市 (申 ,

94,こ

13.2
_■.a珈8

10.1

R2

34.9

12,1

i3.2   14.3

7.8   11,1

不登校の未然防止、早期対応を行うため、スクールソ‐シャルワーカーの配置を充実させる他、子
どもたちの学習機会の保障や社会的自立に向けた支援を行うため、市立小中学校すべての校内登
校支援室に加配教員を配置する等、多様な支援を行います。

く事業の目的 t効果〉

市内公立小中学校の不登校児童生徒は増加傾向にあり、不登校児童生徒への支援は市として取
り組むべき課題の一つです。そのため、令和6年度はスクールソニシャルワTカー(SSW)お よび登検
支援室加配教員の体制強化を行うとともに、フリースクエル利用への助成を継続して実施します。

ヽ            せ

【主な内容】
<スクーザレソーシャルワーカT>

2人【予定】
配置時間は未定

2人
年間776時間

県

会計年度任用職員 :常勤2人 ,週 4日 /人業務委託 :2人 ,週2日 /人市

令和6年度現行

<登校支援室加配教員>(会計年度任用職員)

・現行   :県不登校率を上回る小学校への配置等 (※ 別途、県が配置する学校を除く)reR猥宏誤ミ角偲駕篭為資む紀g蒔軒さ別途、県が配置する学校を除く)

く手 栗 の概要〉

27,27311,16238,435

拡 大不登校児童生徒支麟 】ぎ1電麟

錘 墨とヽ翻

:子fF

霊ミ ■ゴ七透看

:馨笙埠鶏」琵:|ミユ風
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未来を担う子ども育成プロジエクト
(単位 :千円)

エ

1,079,250

770,347
小学校

中学校

ることで児童H生徒の熱中症対策を実施するとともに、広域避難所とし耳空調
の 化 し防災 を機能 強 ます
体育館 |

の

く譲8監融な基善による嬬生徒の熱中籍調蚕宅接謙魅競瑯撃駆慰摯
P)‐ の空調設備を整備します。                      と

〒選郭穐豪也立発電機皇付∋ ■
学≡篠:塗昌雪蓼笞努接甚皐畢ま繁筆堂とお

')

日室内機 : 室外機1合につき室内機4台設置    :
口蓄電池        |
E学校開放時の利用装置
菫壁断熱工事      イ    i  :

【スケジュニル】1     、       ~

寡霜B軍濯 暫肇鞘;Iむ月 空調設備整備工事     
´

館
館

育
育

備施設
体

中学校 :体 校６場道
一　
武びよおむ含場一的凹

【空調設備整
小学校 :

1,849,597 1,349,500
|

97

薮育蚕罠会

小・中学校1体育館等空調設備整備費 新規
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未来を担う子ども育成プロジェクト
(単位 :千円)

耐力度調査委託費 、 :

南笠東小学校   f 】

(債務負担行為 )

令和7年度～令和色年度

仮設校舎整備費
玉川中学校特別教室棟 I体育館
トイレ改修工事費・監理費

高穂中学校
ピロティ改修工事費

松原中学校

非構造部材改修工事費E監理費 211591

421471

116,243

111

10,520

70219

よヽ
<参考>令和耳年度 志津南小学校体育館トイレ改修正

・
lu“

号号

脳 言騨 輩視解 2儒蜜鋒緊写滸障峯敦F的
に実施

=る

とともに、
r含 ?非

構

【長寿命イヒ改良事業】 10,520千 円<債務負担行為(R7年度～8年度):111,600千円>
i笠縫小学校耐力度調査
H南笠東小学校仮設校舎整備費

♪
【トイレ改修工事】 122,867千円

:垂挫宗撃壌ν腎詈継鱒報経競 呈雪象斎桑舗
【グラウンド改修工事】6.96む千円           

イ

E松原中学校グラウンド改修工事実施設計業務    i

【校舎増築工事】42,471千円
B高穂中学校ピロティ改修工事

【非構造部材改修i事】27,ウ 06千円

.繁暦承華壌;粟蓬郵霧談修空警莫乳撃部業落PTヽ 十事監〒業務

く事業の概要〉

42,893111,8001160254,232210,527

継′lヽ
H 大規模改修費
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未来を担う子ども育成プロジ■クト
(単位 :千円)

5,780
` 68

計画策定業務委託費・

アンケニト調査費

その他事務費

ます。
して 指標を示 こお

にお
し活動 く上を推進 果や 成で必要な施策 し、 のけ全体市 発展る読書 み活動 組取 り

け本市 り活動のよる読書 的とを進を図る層の推 目 画 としか 年計 間を6期 の市本 読書

【スケジュァル】

壽 畳毒真宅||1筵
事画

否
亀
:〒

奉
?守

婆(P歯手
||｀ ァィTTI弾

査
?泰T

耳J峯
運零纂書のまち推進計画策定審議会の開催(1回予定)、 ィミブリックコメントの実施

6i085
61085

(仮称) のまち 画
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地域の支え合い推進プロジエクト
(単位 :千円)

予定

その他事務費

測量費

174

9,328

188

こあたり建設用地とした志津運動公園グラウンドの代替施設を整備する
の充実を図ります。ことで

リーンセンターの整備 I

、本市のスポーツ環境

【主な内容およびスケジュール】
令和5年度～令和6年度
H草津市スポーツ推進審議会の開催      :
日整備基本計画の策定
E地形測量の実施

〔令
乳子

年度
驚蛯豊騒理 来設計B実施設計・整備工事他

施設整備の方向性等
し、設計業務を進ある

ンドたこに廃
ンセンIJ に伴し

ヽまめ の す準備を行した量を実施
」画公園整備基本計 基づき6 新仮称める「を定は、年度令和 志津運動

み ます組取 りウ代の けて の整備グラ替向充実ツ施設b11 スポーとかなっ止 と月
2の 平 年ク接する隣は4 建替ター 成した志津運動年昭 始 7公園供用開不田5

9,690

継続仮称)新
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にぎわい・再生プ甲ジエクト
(単位 :千円)

インウロニア草津アクアテイクスセンター

(草津市立プール)

※令和6年 2月 現在の様子

【建築工事等】
1     【運営等】

PFIモニタリング業務委託費
…       【建築工事等】

【運営等】

トウプアスリート活動拠点支援事業費

その他事務費

(債務負担行為)

PFIモニタリング業務委託費
【運営等】

<令和5年度補正予算>
241

14,300

ス購入料

和7年度～令和8年度

31190

4,767

2,000

937

3,589,482

240,935

琴需縛 :1翠馬惹華整碧壽好,1象犯景i勇弓字F辛畠γ甲
にア刀`け

T県々ヽ1交
付されⅢ一般財源||

1鞠旨測滝逮符帯
トレーニングルーム など

観 客 席:約2,500席 (仮設席含む)

メージ

3,841,311 169,855 3,040,600

18,035

1,000

431:000

4,500

使

寄

繰

諸

スポ

備 r運営費立

穿t守

閉たが鞍考



地域の支え合い推進プ白ジェクト
(単位 :千円)

、競a4《ど
|)

その

108,473

5,932

、イト麟

溺回の感動 未来 へつな ぐ

わた轟子甍とGA輝く圏スポ・貯早スぷ
矛弾弾ユI■,牽「穏蔓輯 I卜f本

=2e25

キャッフィーロたび丸ロチャッフィー

滋賀県や競技団体等の関係機関と連携を深め、より良い大会の実現に向けて取り組むとともに、リ
ハーサル大会と本大会の準備や運営を通じて、さらなるスポーッ健康づくりの推進や交流人口の拡
大によるまちの活性化を図る契機とします。

<事業の目的日効果〉

翠電野騨辮盤聾辮冨l解磁甥違謡霧ξ
また、引き続き広報啓発活動|二取り組みます。

【国スポリハーサル大会のスケジュール】

9月 14日 ～16日野村運動公園グラウンド第76回全日本総合女子ソフトボrル選手権大会ソフトボール

1呵 月 2日 ～ 3日草津グリーンスタジアム第28回西日本軟武野球選手権大会軟武野球

10月 19日 ～20日

YMITア リーナ

(くさつンティアリーナ)
全日本社会人バスケウトボール:地域リーグバスケットボール

9月 29日
令和6年度天皇杯・皇后杯
全日本パレとポール選手棲大会近畿ブロック

バレーボール

9月 28日 ～ 29日

インフロニア草津アクアティクスセンター
(草津市立プール )2024年 度全国全日本ユース

水球競技選手権大会近畿予選
水泳 (水球 )

8月 9日
～

11日
第71回全国国公立大学選手権
水泳競技大会

水泳 (競泳 )

会 期競技会場大会名競技種 目

く事 菜の概 要〉

17,36470,000
1繰

27,041114,405

教百委員会

わたSHiGA輝く国スポヨ障スポ開催費
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にぎわい・再生プロジェクト
(単位 :千円 )

実施設計費

史跡整備懇話会運営費等

104,716

3,663

496

史跡車津宿本陣

〈事業の目的“効果〉
るため、史跡車津宿本陣の適切な保存整備を計画的に行い、本市史跡を公開活用し魅力を発信す

を代表する歴史資産を未来へ継承します。

輩咄‥ ょ罠衰頴嘲 観釈后
iは令和6年6月 1日 ～令和7年 3月 31日まで体館

します。

【
亀3gこ嘗               琵1需争ζ

史跡草津宿本陣整備 継続

54,435 48,700 繰 5,000 740
108,875

…25‐



にぎわいB再生プロジ三クト
(単位 :千円)

実施設計費

史跡整備懇話会運営費

史跡整備関連費 (会計年度任用職員費等 )

重要文化財整備補助金  :

重要文化財 観音寺書院

( 99,91

9,220

e,520

16,269

202

本史跡の特色である「中近世の城郭を思わせる寺院」としての景観を顕在化する史跡整備を進める
ことで、貴重な歴史資産である本史跡を保存口継承し、学びや観光面での活用を図ります。

く事業の目的 H効果〉

「史跡芦浦観音寺跡整備基本計画」に基づき、
1境内全体の植栽の伐採や倉の解体、上蔵の修理を

行います。
また(所有者が実施する老朽化した国の重要文化財建造物の保存修理の支援を行います。

主な内容】          ・

史跡整備
缶植栽の伐採工事、倉の解体工事、土蔵の修理工事の実施
u植栽の伐採、倉の解体、土蔵の修理に関する実施設計
・草津市国指定史跡整備懇話会の開催

重要文化財保存修理
H重要文化財建造物観音寺阿弥陀堂および同書院の保存修理工事に対する支援

8,50517,950繰49,20058,466134,121

継続史跡芦浦観音寺 費
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にぎわいJ再生プロジエクト
(単位 :千円)

令和7年度      :
整備基本計画策車業務委託葺 9:800

営

(債務負担行為,)

275

2,343

567
土地測量、不動産鑑定費

収蔵・展示資料調査費等

史跡芦浦観音寺跡

展示イメージ

観

の
と活用していくため、「信仰文

画を策定しま:す。また、資料
、貴重な文化財を保存
資料館」の整備基本計

【主な内容】
年度～令和ブ年度 )日整備基本計画の策定(令和6

日審議会開催
H計画地選定
H収蔵 t展示資料調査

【整備基本計画の主な内容】
H展示内容、展示手法
H諸室の規模や構成、設備
・活動内容 など

を将
(仮 草津市歴 史資料館 」を整備 する とで 貴 重な財産で ある本市 の 歴史資産 来 fこわたり

保存 継承 して し と共 に 広く親しん で し ただくため の 公 開 活 用を図 ります また 現在整備を進 め

て しヽ る史跡芦浦観音寺跡の公 開 との相 乗効果の 創出を目宇旨しますも

3,185 3,185

歴教育委員会

)(仮 ヨ市歴史資料館整備費
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行財政マネジメント等
(単位 :干円 )

計17 30i990

5,020

800

関連事業 17事業 計

その他事務費

市制施行60周 年記念式典の様子

モ

ｌ

ｒ

，
Ｉ

●
″

辛

ィ

駕
会
爺
基

市制施行70周年という節目に、先人の努力や功績に感謝し、時代とともに発展してきた本市のこれ
までのあゆみや歴史Ц文化を再認識するとともに、“ひと。まち日とき"のつながりを大切にしながら、誰
もが健やかで幸せに暮らせるまちへつながるよう、市民とともに機運の醸成を図ります。 |

〈事業の目的ヨ効果〉

本市は昭和29年 (19o4年)10月 15日 に市制を施行し、令和6年 (2024年 )に市制施行フ0周年
を迎えます。本市が目指すまちの将来ビジョン「ひと。まち口ときをつなぐ 絆をつむぐ ふるさと 健幸
創造都市 車津」の実現に向けて、大きく飛躍する年となるよう、市制施行70周年記念事業を展開し
ます。
また、本市の発展に大きく寄与してきた、」R南草津駅が開業30周年を迎えるとともに、立命館大学

びわこくさつキャンパスが開学30周年を迎えることから、これらの団体等と連携を図つた事業も実施
します。

【主な内容】
記念式典の開催や記念誌の作成など、市制施行70周年記念の柱となる特別事業として17事業、

その他市制施行70周年に合わせて実施する関連事業として17事業の計34事業を実施します。

一
孝
′与

一

〈事 栗の概 要〉

31.651
繰

諸

5,047

311
6533637,410

新規市制施行70周年記
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市制施行70周年記念 特別事業一覧
千

合 計 37,41098,468

800費 計 800
17事業 計 5,62024,502

1667¬7
プロジェクト～

市制施行70周 年記念 X

ESD元寄三 ESDフェスタin

草津～スクールESDくさつ
拡大

「スクールESDくさつプロジエクト」を令和6年度より
全20小中学校で実施するにあたり、モデル校の取

組発表と記念講演などのフェスタを開催します。
17,595未 定 学校教育課2,012

⑥
地球冷やしたい推進フェア
事業 実?鮮明寒鍵識1需醗審ケ庸

事業としてのイベントを開催します。

司2月 司4日
(土 )(予 定 )

拡大 10812,172 温暖化対策室

⑮

市制施行70周年 多文化
交流イベントhみなくさまつ

り

新規
外国人住民と日本人住民がともに参画する多文化

交流イベントを「①みなくさまつり」に合わせて開催し

ます。

300 まちづくり協働課

① 第12回 みなくさまつり 拡大口部 買軍鳶辞乾鞍琶係窪ど層劣警ご盗面客皇
施します。  .            !

2,68511月

※一体的に開
催します。

商工観光労政課500

①
市制施行70周年記念誌作
成事業

10月新規埒 離 燃諸 :写ε蟹1三原留昂チ耗岳永そ是彗鋲 醗整猛

史などを記録し、後世に伝える「市制施行70周年記

念誌」を作成します。

6,7806,780 広報課

② 車津未来SDGs Awards 新規耕 製 斎 柳 協 議遷霙甥
学生に対して表彰を行うとともに、協働で案無の取
細を推めます。

619619 車津未来研究所

⑬
びわこ・くさつ健幸フェスタ
事業

拡大
立命館大学ЁKCキャンパスにおいて、行政や企業、

団体、地域住民、学生が集い、「健幸」を志向する交

流・体験型イベントを開催します。

1,683
11月

※一体的に開
催します。

健康福祉政策課0

⑩
市制施行70周年テレビ放
送番組誘致事業

帝制施行70周年を記念し、テレビ放導番組を誘致

那 覇話背写鵬 零厨猷;:く

周知します。

10月 他新規 999999 広報課

③ 市制施行70周年記念式典 拡大
例年の市政功労者表彰式典と併せて、市制施行70
周年記念式典を開催し、市制施行70周年記念功労

者表彰などを行います。

6,3013,343
10月 司2日

(■ )

企画調整課
秘書課

③ くさつアクアフiステイバル

インフロニア草津アクアテイクスセンター (草津市立

プール)に おいて、各水泳競技のアスリートを招致

し、アスリートによるエキシビジョンや体験教室など

市民参加型のイベントを開催します。

新規 2,0902,000
プール整備事業
推進室

②
まちなかウオーカブルロf
ド

星昂縁琵壕旨寵窒随 ▼譴翫せ黎奈呼窮鶏ゑ妄
ティバル」の会場であるインフロニア革津アクアティク
スセンター(草津市立プール)との間の道路空間を、

子どもや高齢者が安心して移動し、遊べる空間とし

て開放し、同時にマルシエや各種の展示などを行
い、歩いて楽しく居心地の良いウオィカブルな空間を
つくります。

新規 2,0002,000 都市地域戦略課

健幸フェア事業 拡大

革津川跡地公園de愛ひろばにおいて、革津I=住む

かと議きa装喧鞠 ヒ彊害孝矧 義
などが学べる体験型イベントを開催します。

1,280

10月 6日 (日 )

(予定)

※一体的に開
催します。

0 健康福祉政策課

⑥
フエリエ南車津イベント(仮

称)事業
南草津駅に隣接するフェリエ南草津において、駅開

業と市制施行の周年イベントを行います。

7月 ～9月 のう
ち1日新規 1,2711,271 都市計画課

④
市制施行70周年記念給食
事業

新規
極礫 蟹 巽

年を記念し

プ 詩 髯

えた
呼

7,330

募集 :

7月 ～9月 初旬
給食提供 i

12月 (予定)

学校給食セン

タ‐

第二学校給食セ
ンター

3,539

③
市制施行70周年記念キラ
リエマツリ

拡大
キラリエマツリに、オエプニシグセレモニーや本市に

ゆかりのある方を招いたイベント等を加え、市制施行
70周年をPRします。

7997月 6日 (土 )

(予定)

356 まちづくり協働課

②
「健幸都市くさつ」啓発動画
放映事業

拡大劃篭柔計専縞謂 絡 霧駐 解 議
映します。

2,3104月 ～(予定 ) l健康福祉政策課132

第56回草津宿場まつり 喬運吾硝荏懲駆暇盤 習三報擦
°

施しますと

4月 28日 (国 )拡大 3110015,000 商工観光労政課

令不EO年原
室挙書事業名

令 4日6辱康
窯柿時 期

琴折去見
統大事業1内容

うち、手オI見

拡大分
所属

夕ぅァが
‐
Fレ
イ p曙て i汗修 丁三二ど浦士デr争

即會三-29-
ど4・ 声

―
fた
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令和 6年度当初予算
t

般 1会 計 予1算

( 教 :育
r費・ )

(単位 :千円)

令和 6年 2月 20日 開催

定例教育委員会資料

-31-



(款)10
(項 )

教育費

1 教育総務費

本 年 度
予 算 額

度
額

年
算

前
予

節

目 較
区 ヽ 金  額

1教育委員会
費

2,531 2,502 29 1報酬 1,930

40

255

80

23

50

8報償費

|

費

費
　
際

旅
　
交

11需用費

14使用料及び
賃借料

19負担金補助
及び交付金

153

2事務局費 453,952      424,4601      29,492 1報酬

?給料

3職員手当等

4共済費

8報償費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び
賃借料

35,915

165,453

167,434

76,066

59

1,764

1,908

190

4,465

569

19負担金補助
及び交付金

129

3教育指導費 :   531,820   1463,303 68,517 1報 酬

3職員手当等

4共済費

8報償費

 ヽ 9旅 費

11需用費

112役務費

■3委託料

247,430

42,141

30,727

11,724

10,672

9,502

3,250

73,718

事 業 名

委員会運営費

職員費

事務局運営費

計

通学区域審議会運
営費

特別支援教育推進
費

計

-32-

展覧会等開催費



た の 財 源 内 訳

金   額  特   定   財   源 説   明―

ｌ

ｉ

■

　

卜

・　

，
―

―

，
十

１
　

１
‘
！
―
卜

，

，

国 県 支 出 金 他の

一 般 財 源 I

2,531 ◆教育委員会運営費 2,531
2,531

2,531

384,770

69,182

453,952

0 2

384,770

69,182

◆下般職員費 (事務局費)

◆教育委員会事務局運営費

第4期教育振興基本計画策定費

384,770

69,182

5,055

0      453,952:

138

41,030国

県

6,030

7,100

138◆ 通学区域管理事務費

27,900◆教育支援委員会運営費  ヽ

◆特別支援教育運営費

:◆インクルーシブサポーター配置費

◆医療的ケア支援員配置費

674◆青少年美術展覧会Fガロ催費

◆科学発表展覧会開催費

138

434

960

21,853

17,783

644

!30

(1

674

-33-



(款)10
(項 )

教育費

1 教育総務費

度
額

年
算

本
予

度
額

年
算

前
予

節

目

'ヒ

      車交
: 区  分 金   額

14使用料及び i

: 賃借料   :
64,212

18備品購入費 i
20,802

17,64219負担金補助
及び交イヽl・ 金

費

事 業 名

教育研究活動推進
費

教職員研修費

生徒指導推進費

体験学習推進費

管理運営指導費

地域協働合校推進

学力向上推進費

学事管理運営費

教育情報化推進費

就学前教育支援費

学校支援対策推進
費  _

i34-

児童生徒支援費



左 の 財 源 内 訳

金   額  特   定   財 説  明
■ 般 財 源

国 県 支 出 金
|

33)420県

154

52,506

4,299県

15,165県 6,454

11,904県    6,3661繰 780

115,224

7,976県

そ の 他 :

32,610

154 ◆教職員研修費

◆中学校生徒指導主事活動推進費

◆生徒指導推進事務費   _

◆体験実際恐動推進費49

8,711.◆ 学校運営支援費   ・

'◆
学生ボランティア派遣事業費

115,221◆学力向上重′点事業推進費

◆学校教育支援教員配置費

◆授業充実力日配教員配置費

7,935◆ 中学校文化部活動推進費

「◆学事管理事務費

!◆学校基本調査費

44,161◆ 学校 ICT推進費

◆校務情報化推進費

23,368◆ ことばの教室運営費

23チ 710◆学校問題相談支援費

不登校児童生徒支援費

|◆学校支援対策充実費

不登校児童生徒支援費

78,365◆ 学びの教室開催費

◆教室アシスタン ト凸己置費

◆不クール ESDく さつ推進事業費
17,595

◆子ども読書活動推進費      14,545

◆コミュニテイ・スクールくさつ推進費
1,280

154

51,888

618

4,299

4,399

377

4

◆スクール・サポート・スタッフ配置事業費
10,389

4,758◆地域協働合校推進費       11,904

◆英語教育推進事業費

10,047

84,398

2,956

17,823

405

107,985国

23,368

35,372県 11,662

2,540

2,773 窄整

諸

60,0001

1,051

7,530

41

85,886

22,099

23,368

6,701

6,701

28,671

28,671

10,410

54,377

82,605県     1,700諸

‐35-



度
額

年
算

本
予

度
額

年
算

前
予

節

目 ,ヒ 較

分  !金  額区

4同和教育指
導費

95,180 76,056 19,124 2給料

:3職員手当等

18,033

16,500

6,282

1,768

62

730

4,007

440

14共済費

8報償費

:9旅費

11需用費

13委託料

14使用料及び
賃借料

15工事請負費

19負担金補助
及び交付金

47,333

25

5教育研究所
費

126,058 46,722 79,336 1報 酬

3職員手当等

4共済費

8報償費

9旅費   !

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び
賃借料

15工事請負費

24,91

9,313

5,5'5

220

917

2i638

335

8,31

3,613

70,257

(款)10
(項 )

教育費

1 教育総務費

事 業 名

計

費

同和教育指導推進
費J

計

教育研究所運営費

教育相談支援運営
費

教育振興推進費

-36-



左 の 財 源 内 訳

今  額 十特 定   財

回 県 支 出 金

531,820 47,186

源 |

の 他 :

一 般 財 源 :

説    明

◆小 1学びの基礎育成事業費      756

◆児童通学支援費          3,550

◆外国人児童生徒教育真媛費      75耳

◆児童生徒支援事袴費     i  3,194

◆不登校支援フリースクール利用助成費 i

ヽ
       :       4,563

不登校児童生徒支援費      3,003

71364, 420,

40,815

54,365県

95,180

400 ね黎

債

8,000

42,400

50,400       44,380

40:8151◆ 一般職員費 (印和教育指導黄)

i565◆高校生等人権教育活動費

◆自主活動学級開設費

′ ◆同和教育指導推進事務費

公共施設照明LED化事業費

◆人権教育推進費   :

40,815

271

1,874

51,320

440

400

87,182

20,518県

18,358

使

繰

諸

債

i3

7,000

12

66,800

13,867:◆教育研究所運営事務費

公共施設照明LED化事業費

|◆教育,十究所指導員酉己葺費

ち6,‐ lo9i◆やまるこ教育相談垂達営費

!◆学校問輝サポ▼トチー・ム導営費

18,358◆講座開設費

|◆教育調査研究費

i◆
スキルァッタァドバィザー配置費

79,744

385

7,438

18,450

2,068

193

195

409

-37-
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(款)10
(項 )

教育費

1 教育総務費

12

計

目

節

区

1,209,5411    1,013,043

119負担

金  額

比  較 ‐

及び交付金 |

196,4981

度
額

年
算

前
予

度
額

年
算

本
予

(款)10
(項 )

教育費

2 小学校費

事 業 名

計

小学校管理運営費

小学校施設維持管
理費

計

小学校教ホオ設備左
実費

小学校就学援助費

計

小学校建設事業費

計

1,038,35619旅 費

11需用費

12役務費

13委 託料

114使用料及び1賃
借料

15工事請負賽

18備品購入費

19負担金補助
及び交付金

14,363   123,049 △ 108,68613委 託料3学校建設費

75,582

計 1,643,718      660:265      988,453

2教育振興費   129,363

1学校管理費 1  1,499,990i  461,634r

88,750

40,061

53,78311需 用費

14使用料及び
賃借料

18備品購入費

20扶助費 |

14,191

45,300

69,323

551

14使用料及び
賃借料

14,320

43

1,142,599

13,064

36

201,448

14,016

‐38-



左 の 財 源

金 額 特 定 財 源

内   訳

説    明
一 般 財 源

126,σ 58

1,209,541

` 54,950

1,445,040県

i   l,499,999

1  83,514

国 県 支 出 全.そ の 他

47, 09も 1        188,586

7 834

34

972,960

54,つ 49!◆小学校管理運営費

296,543◆ 小学校施設維持管理費

:  小学校体育館空調設備整備費

小学校大規模改修費

公共施設照明とこD化事業費

54,950

1,445,040

1,079,250

6,115

1,910

83,51

37,385

8,466

14,363

14,319

「
｀`

(ィ

2,347・  1,14α 151  3ol,492

繰   19,324   64,190:◆ 小学校教育教材整備費

45,851回 4,282

129,365 4,282

41,6691◆ 児童就学援助費

|◆小学校特月上支援教育就学奨励費

1■ 363県

14,363

1,602繰

債

1,602

19,324 105,7591

2,900

7,890

9,800:

2,961◆小学校大規模改造費

:  小学校大規模改修費

2,ヽ 961

1,643,718 砿231  1,175,2751  460,212

i39■



(款)10
(項 )

教育費

3 中学校費

度
額

年
算

本
予

度
額

年
算

一削
予

節

目 較

区  分 金 額

1学校管理費 1  977,877:  266,415

)i

7H,462ill需用費

フ 12役務費

■3委託料

!14使用料及び
: 貸借料

■5工事請負費

i18備 品購入費

100,680

6,671

17,181

9,755

828,537

15,053

2教育振興費 62,288:△  20,6731H需用費 3,643

367,14使用料及び
i 賃借料   :

18備品購入費

20扶助費

10,276

27,329

3学校建設費   168,502   124,995 43,′50713委託料

15工事請負費

14,370

154,132

計 1,187,994      453,698      734,296

事 業 名

中学校管理運営費

中学校施設維持管
理費

計

中学校教材設備充
実費

中学校就学援助費

計

中学校建設事業費

計

(款)10ぢ 教育費 !

(項) 4 幼稚園費

職員費

幼稚園運営費

44,377 1報 酬

2給料

3職員手当等

4共済費

9旅費

H需 用費

12役務費

321,110

238,440

124,154

8,817

30,537

3,706

1幼稚園費 992,449      948,072 180,040

-40-



左 の 財 源 内 訳

金 甲鵬支―fる |‐ 多ぁ1紆IT般
財凍 説    明

38,5421◆ 中学校管理運営費

136,写 66◆ 中学校施設維持管理費

中学校体育館空調設備整備費

中学校大規模改修費

公共施設照明LED化事業費

13,919◆ 申学校教育教材整備費

25;7761◆ 生徒就学援助費

:◆中学校特別支援教育就学奨励費

39,695

38,542

939,335 国

977,877

盈268:繰

1諸

債

4,000

1

791,500

7 5 175,10g

38,542

939,335

770,347

21,591

2,_350

13,919

24,655

3,041

13,919

27,690国

41,615

1,920

1,920

168,502国

168,502

46!96■ 繰

!  債

23,000

88:800

46,964 111,800

9,738◆ 中学校大規模改造費

中学校大規模改修費

!◆
中学校校舎等整備費

中学校大規模 E女修費

9,738

126,031

126,031

42,471

42,471

1,187,994

451,064国

県

541,385国

県

56,152

1,752使

876

10,160使

7,436 言者

債

178

26,012‐

1,7001

907,301      224,541

22   448,414◆一般職員費 (効稚園費)

495,899◆ 認定こども園運営支援費

紙おむう無償化事業費

:◆認定こども園管理運営費

: 
複合遊具長寿命化事業費

公共施設照明LED化 事業費

451,064

355,021

1,565

54,462

3,788

842

-41-



(款 )

(項

10 教育費

) 4 幼稚園費

目
療
額

年
算

本
予

度
額

年
算

前
予

i      節
:

較 | ~ ~~~― T一  ― ――
i 

区  分  !金  額

「13委託料 69,557

6,417使用料
賃借料

及 び

18備品購入費 8,618

977助
金

補
付

金
交

担
び

負
及

扶助 費 76

2教育振興費   284,684   278;598 6,676  1

‐3

4

8

9

11

13

14

19

20

報とliAl

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

委託料

使用料及び
賃借料

負担金補助
及び交付金

扶助費

1,952

708

486

1,216

709

944

573

169

13,262

264,665

1,277,133    1,226,080       51,053

事 業
1名

計

他自治体広域入所
事業費

施設等利用給付費

幼稚園教育振興費

民間幼稚園 `認定
こども園運営費

認定こども園指導
研修費

職員費

社会教育推進費

計

１

ヽ
，

項

(款 )

(

0・教育費
5 社会教育費

1鏃
會
教育総    277,238  

′ 40P,212 
△ 122,974 1報酉lll

2給料

4,690

31,982

-42-



左 の 財 源 内 訳

金 額

1曜ギ警 ≧ ぴ乳ゴ → |万 ℃ |一
般

μ
源

説    明

性被害防止対策に係る設備等支援事業費
409

◆認定こども園保健推進費      45,491

◆預かり保育事業費         16,691

◆認定こども園給食事業費      68,940

給食材料費価格高騰対策事業費
4,691

◆保 育士等確保対策事業費       780

保育士等奨学金返還支援事業費
480

保育士等就職定着応援支援事業費
300

992,449 20,224 27,912      944,313

81661国

県

56,470 層目

県

3,675

216,980国

県

1,415

708

26,505:繰

13,4081

84,

l,538◆ 他 自治体広域入所事業費 3,661

8,000 8,557◆施設等利用給付費 56,470

3,675◆私立幼稚園運営推進費 3,67

68,870◆幼稚園・認定こども園運営費   216f980

保育体制強化補助金       1,030

保昔所等食材料費価格高騰対策支援
補助金             と,713

3,898◆認定こども園指導研修費      3,898

8,000 86,538

35,912    1,030,851

63,944

3,898

284,684        190,146

1,277,133    219,370

65,060県 3,655

183

61,405◆ 一般職員費 (社会教育総務費)

7,854◆社会教育推進事業費

65,060

1,404
8,037 県

工43-



(款)10
(項 )

教育費

5 社会教育費

目
度
額

年
算

本
予

度
額

年
算

前
予 較

節

区 分  :金 額

‐3職員手当等

i4共済費

!8報
償費

24,155

10,866

1,742

292

1,359

1,693

138,778

1,076

9旅費

11需用費

12後務費

13委託料

14使用料及び
貸借料

■5工事請負費 48,428

11,550

627

118備 品購入費

19負 担金補助
及び交付金

2社会同和教
育費

19,988 22,5821 △    2,594 1報酬

´3職員手当等

4共済費

3報償費

9旅費

11需用費

1彦 役務費

13委託料

14使用料及び
賃借料

+18備品購入費

19負担金補助
及び交付金

8,115

2,450

1,762

400

497

1,940

567

2,297

481

490

989

3図書館費 273,058   307,960 △  34,907 1報 酬

′  f             2給 料

3職員手当等

60,289

87,616

48,041

事 業 名

文化振興費

青少年教育費

文化施設管理費

辞ト

社会同和教育研究
大会等開催費

社会同和教育推進
費    '

社会教育関係団体
活動促進費

計

職員費

管理運営費
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た の 財 源 内 訳

金 額  特   定

国 県 支 出 金 :

財   源
功ミ |

説    明
般 財

そ の 他

i◆学習ボランテイア推進費

|◆家庭教育推進費

:◆
子ども読書活動推進費

119

411

6,103

6,085

2,766

11,321

417

1,626

66

230

187,715

396

(仮称)車津市読書のまち推進計直「

策定費

14,504

1,692

187,945

277,238

使

　

諸

繰
　
諸
　
償

151.  14,291◆ 市美術展覧会開催費

3,838

3,900

221

31,100

34,534

◆市民文化芸術活動支援事業費

◆俳句のまちづくり事業費

1,692◆ 20歳のつどい開催費

|◆青年国際交流事業費

153,624◆ 三ツ池計画予定地管理費

◆文化ホール管理運営費

:  公共施設照明LED化事業

238,866

(

864

18,564

19,988

諸 621

621 19,367

864◆女性集会開催費

◆青年集会Fォ弓催賓

17,943◆ 同和教育推進協議会活動費

◆社会同和教育推進者研修事業費

◆同和 F何弓題市民講辱開設費

◆社会同和教育啓発費

◆社会同和教育推進事務費

◆各種研究会参加費

◆人権・同和教育研究大会開催費

560◆社会教育関係団体活動費補助金

405

459

1,034

691

354

1,692

13,480

180

1,133

560

0

77,938

195,H5国 1,700使

繰

720

2,000

77,938◆ 一般職員費 (図書館費)

176,445◆ 図書館施設管理費

公共施設照明LED化事業費

77,938

30,148

510
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度
額

年
算

本

予
前 年 度
予 算 額

節

目 較

: 区  分  1金 額

:4共済費 24i378

360

2,839

16,096

5,082

13,539

11,065

償
　
費

報
　
旅

費

11需用費

2 役務費

■3委託料

「14使用料及び
: 賃借料

15工事請負費

18備品購入費

18,

19負担金補助
及び交付金

22,986

12,056

4文化財保護
費

454,733       259,569 195,164  1

2

3

4

8

9

11

12

13

14

15

18

19

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び
賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金補助
及び交付金

38,777

46,105

43,859

18,405

1,327

1,492

8,848

1,915

60,527

34,951

188,017

355

10,155

(款)10
(項 )

教育費

5 社会教育費

事 業 名

職員費

文化財調査費

開発関連遺跡調査
費

史跡車津宿本陣保
存整備費

史跡野路小野山製
鉄遺跡保存整備費

文化財保護推進費

史跡 本陣管
費
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左 の 財 源

金 額 特 定 財 源

内

二 般 財 源 |

説   明

国 県 支 出 金 そ の 他

◆図書館運営費

●南草津図書館施設管理費

◆南草津図書館運営費

98,546

19,218

52,

1

1

|

273,053 1,700 16,970      254,383

102デ 099

7,647国

県

54,262

108,875国

2.147

14,747

14,272県

3,750

1,875

54,435 滲整

イ_音

繰

44使

繰

諸

327

諸   54,262

1011712◆ 一般職員費 (文化財保護費)

2,022◆埋蔵文化財発掘調査費

:◆未指定文化財調査費

,  ! ◆宅地開発等関連遺跡発1屈調査費

102,099

7,500

147

5,000

48,700

1,074

740◆ 史跡車津宿木陣整備費 108,875

1,073◆ 史跡野路小野山製鉄遺跡整備費  ‐ 2,147

54,2

1,557

134

7,473

3,789

3,185

1,744

14,272

繰

　
諸

1,513

30

13,2041◆ 文化財保護勢成費

:◆文化財保護審議会運営費

: |◆文化財保護推進費

.  |◆
歴史資料管理費

|  | (仮 称)草津市歴史資料館整備費

:◆文イと財普及啓発費

6,266◆史跡草津宿本陣管理費   、425

6,910

627
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度
額

年
算

本
予

“
度
額

年
算

前
予

節

目 較
区  分 金  額

5青少年
費

対策 37,480 32,333 5,147 1報酬

3職員手当等

4共済費

13報償費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び
賃借料

19負担金補助
及び交付金

17,656

6,355

3,804

2,262

564

1,263

134

17

856

4,569

計 1,Oo2,492     11022,656        39,386

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

事 イ
業 名

車津宿街道交流館
運営費

史跡芦浦観音寺跡
保存整備費

計

背少年対策費

職員費

スポーツ推進費!

388,537 1報酬

2給料

&職員手当等

4共済費

8報償費

9旅費

11需用費

44,869

48,516

48,317

18,226

3,039

1,809

5,082

1,143,948      755,4111保健体育総
務費
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左  の  財  源 訳

金   額  特   定 説    明
下 股 貝オ

国 県:支 出 金 の

134,12上 国   58,466

454,733 118,570

260 ◆草津宿街道交流館運営費 16,563

sf 505:◆ 史跡声浦観者寺跡整備費 125,601

3,520|◆重要文化財整備助成費

147,8481

11,009

26,471

25,336

685,800

109,786◆―般職員費 (保健体育総務費)  109,78o

27,279◆ スポージ推進審議会運営費       67

◆スポ=ツ推進委員活動推進費    51880

◆各種大会出場者激励金       S,985

◆国スポ・障スポ開催費      114,405

わた SFiI GA輝 く国スポ 。障スポ
ii   . 

開催費       .   198,173

◆スポーツ推進計画費       ●  33

他そ

16;563

37,480 
′

1,062,492

1,146

542

609

ｇ

　

２49

188,315

37,480県    5,2441審鷺   6,900   25,336: ◆青少年育成活動費

:◆少年センタ■管理運営費

「
■

5:244

129,352

6,900

247,340

tメ

109,786

124,320 県
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度
額

年
算

本
予

度
額

年
算

一剛
予

節

目 ,ヒ

区  分 金 額

12役務費  ェ

113委託料   :

1,366

24,869

1,8H14使用料及び
!

賃借料   '

15ェ事請負費

18備品購入費

19負担金補助

428

838

162,726

: 及び交付金

128繰 出金 782,052

(款)10
(項 )

教育費

6 保健体育費

事 業 名

市民スポーツ大会
推進費

市民スポーツ団体
活動支援費

学校体育施設開放
推進費

学校体育推進費

学校保健推進費

学校安全推進費
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左 の 財 源 内 口′く

金 額 特 定 財 源 説    明

2,740

◆各種大会負 担金           255

◆各種大会補助金          2,550
・

くさつ ランフェステ イrヾル開催費補助全
2,000

一 般 財 源
!

81,271◆ スポーツ協会事業費補助金

|◆ スポエツ少年団育成費

512◆学校体育施設 Fォ弓放推進費

1  公共施設照明 LE【〕化事業費

α740◆中学校体育推進費

◆小学校体育推進費      !

56,696◆ 校崖等足置費

◆児童・生徒等健康診断費

◆就学時健康診断費

―
◆学校葉境衛生管理費

◆学校保健推進事務費

◆学校保健推進奏護教諭配置費

10,291◆ 日本スポージ振興センター負担金

◆通学路対策費

:◆地域ぐるみの学校安全推進費

国 県 支 出 金 そ の 他

8,052◆市民スポーツ本会開催寮補助金

:◆県民スポーツ大会等出場支援補助金

i           '                f｀ 、

|◆駅伝競走大会開催費補助金

|◆チヤレンジスポーンデー開催費補助金

952
9,052 国

31,271

4,657

10,026県 3,277

56,870 県 174

15,914県

1,790

765

(… 19,903

210

4,657

95

8,589

1,437

25,862

21,692

1,848

1,387

974

5,107

11,636

2,101

280

◆総合型地域スポー/ク ラブ補助全
8,

◆各種スポエツ団体活動支援費   .2,450

トップアス ッ
エ ト活動拠点支援拳

~業
費

.   2,000

諸       4,145

く、

186諸     5,437

-51-

‐◆児童・生徒安全対策費 1,337



10

前 年 度
予 算 額

計

8 費報償

目

節

1,239,653  951,5981  288,055

区  分  1金  額'ヒ

      聴交

19負担金補助
及び交付金

169

20

201

82,097

13,208

:11需用費

13委託料

14使用料及び
: 賃借料

2体育施設費    95,7o51   196:1871

度
額

年
算

本
予

△ 100,482 1報 酬

(款)10
(項 )

教育費
6 保健体育費

事 業 名

学校給食センター
特別会計繰出金

計

社会体育施設管理
運営費

社会体育施設
事業費

整備

計

-52-



二 般 財
‐
源

内

源

他

源財

財

そ
”

金

６

　
　

６

　
　

０

４

　

４

　

３

の

額 1特   定

「 i国 県 支 出 金

訳

説   明

782,052国   '79,

6

0 6,763

102,184 293,231:     844,238

:◆学校災害賠償補償保険料

504,6601◆ 学校給食センタT特別会計繰出金

|

i  給食材料費イ面格高騰対策事業費

1  中学校給食蕪償化事業費

755,2961
i

79,2521◆ 社会体育施設管理運営費
.  1  

公共施設照明LOD化事業葺

9,6901◆社会体育施設整備事・業費

|  (仮称)新志津導動公園整備費

88,942

の

一 560

782,052

70,506

206,886

86,015

971

9,690

9,690

886繰

卜1,143,948

86,015

9,690

95,7051

1,239,653

184

諸

　

債

「
■

t,'
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の
び
書

て
及
調

年
支
支

７
の
の

抑
で降

で
ま
以

為
末

行
度

務
和
和

債
令
令

負 担
5 年

度 以 降 に わ た る も の に つ い
出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み
出 予 定 額 等 に 関 す

Jる6年 度

(単位 千円)

(―)10,90010,900
令和 6年度

力
`ら令 和 7年庫

10,900児童・生徒健康診断費

(―)9,8009,800
令不日6年度

か ら
令不日7年度

9,800
(仮称)草津市歴史資料館

整備基本計画策定費

(諸)73,770
(―)82,`730

156,500
令和 6年度

から
令和 9年度

156,500
幼稚園型認定こども園給食
事業費

(一)111,600111,000
令和 6年度

から
令和 8年度

111,600
南笠東小学校仮設校舎整備
費

(―)230,200230,200
令和 6年度

から
令和 12年度

230,200教育ネウトワーク更新費

(―)12,10012,100
令和 6年度

から
令和 7年度

12,100学校図書館司書配置費

左 の 財 源
内    訳

金 額期   間

限  度   額事 項

令 和 6年 度 以 降 の 支 出予 定額
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議第 5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案にういて意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日6年 2月 20日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅

“

「
｀

に

-55-



地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつ

い て         

｀

令和 6年度草津市学校給食センター特別会計予算に対する意見を市長に申し出るに

っき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号)第 29
条の規定に基づき、本委員会の議決を求める。

記

意見  特になし ‐

皆

|

Ｅ

‐

エ

-56-



ヽ

．

令和 6年度当初予算

ζンタ■特別会計予算学校給食ヤ

(単位 :千円)

令和 6年 2月 20日 開催

定例教育委員会資料

(´

｀

(

=57-



3  歳  出

(款) 1 教育費
(項) 1 保健体育費

77,1001,134,7001)211,80o計

職員費

管理運営費

計

6,123

16,186

16,465

7,450

246

289

831,589

3,189

319,941

2,847

3,709

3,673

93

1報酎|

2給料

3職員手当等

4共済費

8報償費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び
賃借料

18備品購入費ヽ

19負担金補助
及び交付金

23償逮金利子
及び害1引料

77,1001,134,7001,211,8001学校給食セ
ンター運営
費

事 業 名
金  額区  分'ヒ

      宅吏
前 年 度
予 算 額

本 年 度
予 算.額

目

節
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782手 268429,5321,211,800

◆下般職員費 (給セ・学校給食センタ■
運営費)    .      36;442

◆小学校給食材料購入費 、     458,572

◆小学校給食管理運営費    ,284,910

公共施設照明LB,rヒ事業費    488

◆中学校給食材料員毒入費      246,94?

◆中学校給食管理運営費      184,934

中学校給食支援給付費      3,673

36,442

745,826

732,268

諸 i 429,532

429,5320

36,442

1,175,35S

1,211,300

説   明二 般 財
‐
源

そ の 他国 県 支 出 金

金   額 特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

-59-
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議第 6号

ヽ

　

′

ｆ

地方教育行政あi組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて'

上記の議木安を提出する。

令和 6年 2月 29日

草津市教育萎員会

教育長 藤田 雅也

Qィ
;
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の:規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつ

ヤヽ て

草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案に対する意見を市長に申し出るに

つき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号 )第 29
条の規定に基づき、本委員会の議決を求める。

・ 記        ‐

意見  特になし
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第 1条～第 4条 ≪省略≫

別表第 1 ≪省H各 ≫

別表第 2(第 2条第 2項、第 3条第 1項関係)

別表第 3～別表第4 ≪省略≫

≪改正後に

新設≫

≪改正後に新設 >>≪改正後に

新設≫

3人以内歴史資料の収集に

関する必要な事項

にあいての審査に

関する事務

草津市歴史

資料収集審

査会

≪省略≫≪省略≫≪省略≫

定数担任事務名称

第 1条～第4条 ≪現行どおり≫

別表第1《 現行どおり≫

別表第 2(第 2条第 2項、第 3条第 1項関係)

15人以内草津市読書のまち

推進計画の策定お

よび読書のまち推

進に関 し必要な事

項についての調査

審議に関する事務

革津市読書

のまち推進

計画策定審

議会

3人以内歴史資料の収集に

関する必要な事項

についての審査に

関する事務

草津市歴史

資料収集審

査会

〈〈現行 どお

り≫

≪現行 どお り>>≪現行どお

り≫

定数担任事務名称

別表第 3～別表第 4 ≪現行どおり≫

改正前改正後

草津市附属機関設置条例の二部を改正する条例              |

草津市附属機関設置条例 (平成 25年草津市条例第 3号)の―部を次の表のように改正する。

(下線部分は改正部分)

付 貝に

この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。
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議第 7号

√

ヽ

ヽ
、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2'9条の規定により教育委員会の事

務に関する議案にっいて意見を市長に申し出るにあき議決を求めることについて

_上記の議案を提出するィとュ

令和 6年 2月 20日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつ

セ` て                                       ,

草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および草津市企業職員

の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例案に対する意見を市長に

申し出るにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162
号)第 29条の規定に基づき、本委員会の議決を求める。

 ヽ           記

意見  特になし

]

L
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草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および車津市企業職員

の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例

(草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正)

第 1条 草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例 (令和元年草津市条イアll第 3

0号)の一部を次の表のように改正する。

(下線部分は改正部分)

第 1条 ≪省略≫

(給与および費用弁償の種類)

第 2条 会計年度任用職員の給与および費用

弁償は、給料 (法第 22条の 2第 1項第 1

号に掲げる職員 (以下「1号職員」という。)

にあつてはそこれに相当する報酬をいう。

以下同じ。)、 通勤手当 (1号職員にあつ

ては、これに相当する費用弁償をいう。以

下同じ。)(時間外勤務手当、休 日勤務手

当、夜聞勤務手当、地域手当、特殊勤務手

当 (1号職員にあつては、これらに相当す

る報酬をいう。以下同じ。)、 期末手碧、

退職手当および旅費 (1号職員にあつては、

これに相当する費用弁償をいう。以下同

じ。)とする。

第 3条～第 10条 ≪省略≫

(期末手当)

第 11条 会計年度任用職員 (規則で定める

者を除く。)の期末手当は、常勤職員の例に

より支給する。

≪改正後に新設≫

第 1グ条～第 16条 ≪省略≫

別表 ≪省略≫

第 1条 ≪現行どおり≫

(給与および費用弁償の種類)

第 2条 会計年度任用職員の給与および費用

弁償は、給料 (法第 22条の 2第 1項第 r

号に掲げる職員 (以下「1号職員」という。)

にあつては、これに相当する報酬をいう。

以下同じ。)、 通勤手当 (1号職員にあつ

ては、これに相当する費用弁償をいうと以

下同じ。)、 時間外勤務手当、休 日勤務手

当、夜間勤務手当、地域手当、特殊勤務手

当 (1号職員にあつては、これらに相当す

る報酬をいう。以下同じ。)、 期末手当二

勤勉手碧、退職手当および旅費 (1号職景

にあつては、これに相当する費用弁償をい

うЬ以下同じ。)と する。

第 3条～第 10条 ≪現行どおり≫

(期末手当)

第 11条 会計年度任用職員 (規員1で定める

者を除く。次条において同じ。)の期末手当

は、常勤職員の例により支給する。

(勤勉手当)

第 11条の2 会計年度任用職員の勤勉手当

は、常勤職員の例により支給する。

第 12条～第 16条 ≪現行 どお り≫

別表 ≪現行 どお り≫

改正前改正後

(草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

第 2条 草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例 (昭和43年草津市条例第 20号 )

の一部を次の表のように改正する。

(下線部分は改正部分)
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第 1条～第 19条の2 ≪省略≫

(会計年度任用職員についての適用除外等)

第 20条 第 4条から第 6条まで、第 o条の

3、 第 12条、第 12条の 2および第 14条

から第 14条の 3ま での規定は 会ヽ計年度任

用職員には適用しない。

2 ≪省略≫

第 21条～第 22条 ≪省略≫

第 1条～第 19条の2 ≪現行どおり》

(会計年度任用職員についての適用除外等)

第 20条 第 4条から第 6条まで、第 6条の

3、 第 12条、第 12条の 2および第 14条

の 2か ら第 14条の 3までの規定は、会計年

度任用職員には適用 しない。

2 ≪現行どおり≫

第 21条～第 22条  ≪現行どおり≫

改正前改正後

付 則

(施行期日)|

1 この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。

(草津市職員の育児体業等に関する条例の一部改正)

2 草津市職員の育児休業等に関する条例 (平成 4年草津市条例第 5号)の一部を次の表のよう

に改正する。

(下線部分は改正部分)

第 1条年第 6条 ≪省略≫

(育児体業をしている職員の期末手当等の

支給)

第 7条 ≪省略≫

2 草津市職員の給与に関する条例第 22条

第 1項に規定するそれぞれの基準 日に育児

休業をしている職員 (地方公務員法 (昭和

25年法律第 261号)第 22条の 2第 1

項に規定する会計年度任用職員を除く。)

のうち、基準日以前 6か月以内の期間にお

いて勤務 した期間がある職員には、当該基

準 日に係る勤勉手当を支給する。

第 8条～第 27条 《省略≫

第 1条～第 6条 ≪現行どおり≫

(育児体業をしている職員の期末手当等の

支給)

第 7条 ≪現行どおり≫

2 草津市職員の給与に関する条例第 22条

第 1項に規定するそれぞれの基準口に育児

休業をしている職員のうち、基準日以前6

か月以内の期間において勤務 した期間があ

る職員には、当該基準 日に係る勤勉手当を

支給する。

第 8条～第 27条 ≪現行 どおり≫

改正前改正後
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議第 8号

地方教育行疎の組僻及び導営に関する法律第29条の規定にょり教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和:6年 2月 20日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることにつ

いて

草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案に対する意見を市長に申し出るにつき、地方教育行政め組織

及び運営に関する法律・
(昭和 81年法律第 162号 )第 29条の規定に基づき、本委員

会の議決を求める。́

記

意見  特になし
―

十

千
|
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草津市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の二部を改正する条例

草津市特定教育
。保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 (平成

26:年草津市条例第 30号)の一部を次の表のように改正する。  .

(下線部分は改正部分)

第 1章～第 3章 ≪現行どおり≫

≪改正後に新設≫

第 1条～第 4条 ≪省略≫

(内容およな手続の説明ゃよび同意)

第5条 ≪省略≫

2 特走教育・保育施設は、利用申込者からの

申出があつた場合には、前項の規定による文

書の交付に代えてt第 5項で定めぅところに

より、当該利用申込者の承諾を得て、当該文

書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する芳法であつて次に掲げるもの(以下

この条において「電磁的方法」という。)に

より提供することができる。この場合におい

て、当該特定教育 。保育施設は、当該文書を

交付 したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のう

ちアまたはイに掲げるもの

ア 特定教育。保育施設の使用に係る電子

計算機 と利用申込者の使用に係る電子

計算機 とを接続する電気通信回線を通

じて送信 し、受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたフアイルに記録する
'方

法

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録さ

れた前項に規定する重要事項を電気通

信回線を通 じて利用申込者の閲覧に供

し、当該利用申込者の使用に係る電子計

1 算機に備えられたファイ″に当該重要

事項を記録する方法 (電磁的方法による

第 1-章
～

第 3章 ≪現行 どお り≫

第 4章 雑則 (第 53条 )

第 1条ん第 4条 ≪現行どおり≫

(内容および手続の説明および同言)

第 5条 ≪現行どおり≫

≪改正前を削る≫

改正前改正後
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提供を受ける旨の承諾または受けない旨

の申出をする場合にあらては、特定教育・

保育施設の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する方法)

(2)磁気ディスク、シー・ディー 。ロムそ

の他これらに準ずる方法により二定の事

項を確実に記録しておくことができる物

をもつて調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する

方法

三 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイ

ルヘの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならな

予` 。

4 第 2項第 1号の「電子情報処理組織」とは、

特定教育。保育施設の使用に係る電子計算機

と利用申込者の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。

二 特定教育・朱育施設は、第 2項の規定によ

り第 1項に規定する重要事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、章該利用申込者

に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類および内容を示し、文書または電磁的方

法による承諾を得なければならない。

(1)第 2項各号に規定する方法のうち特定

教育・保育施設が使用するもの

(2)フ ァイル人の記録の方式

上 前項の規定による承諾を得た特定教育。保

育施設は、当該利用申込者から文書または電

磁的方法により電磁的方法による提供を受

.けない旨の申出があつたときは、当該利用申

込者に対し、第 1項に規定する重要事項の提

供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該利用申込者が再び前項の規定によ

る承諾をした場合は、この限りでない。

第 6条～第 22条 ≪省略≫

(掲示)

《改正前を削る≫

≪改正前を削る≫

≪改正前を削る≫

≪改正前を削る≫

第 6条～第 22条 《現行どおり≫

(掲示等 )

改正前改正後
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第 2色 条 特定教育・保育施弾は、単該特定教

育・保育施設の見やすい場所にく運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示すると

ともに、 通信回線に接続して行う自動公

衆送信 (公衆 に よっ されることを

目
を
的として公衆からの求めに応じ自動的に

送信を うことをいい、放送または有線放送

に該当するものを除く。)により公衆の閲覧

に供 しなければならない。

第 24条～第 37条 ≪現行どおり≫

(内容および手続の説明および同意)

第 38条 ≪現行どおり≫

≪改正前を削る≫

第39条～第 52条 ≪子見行どおり≫

第 4章 挫型

(電磁的記録等)

第 53条 特定教育 。保育拒設、特定地域型保

育事業者または特定子ども。子育て支援提供

者 (以下この条において「特定教育・保育施

設等」という。)は、記録、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条仰の規

定において書面等 (書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字―図形等

人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。)に より行 うことが

規定されているものについては、当該書面等

に代えて、当該書面等に係る電磁中記録 (電

子的方式、磁気的方式その他本の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られ

る記録であうて、電子計算機による情報処馨

の用に供されるものをいう。以下この条にお

いて同じ。)により行うことができる。

2 特定教育・保育施設等は、この条例?規定

第23条 特定教育・イ呆育施設I主、当該特定教

育・保育施設の見やすい場所に、運営規科の

税要、織員の勤務の体制、利用者負担その他

の利用申込者の特定教育:保育施設の選択に

資すると認められる車零事項を掲示しなけ

ればならないも

第 24条～第 37条  ≪省略≫

(内容および手続の説明および同意)

第 38条 ≪省略≫

2 第 5条第 2項から第 6項までの規定は、前

つ し

る。   |
第 39条～第 52条 ≪省略≫

≪改正後に新設》
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による書面等の交付または提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成 されて

いる場合には、当該書面等の交付または提出

に代えて、第 4頂で定めるところにより、教

育・保育給付認定保護者または施設等利用給

付認定保護者 (以下この条において「教育・

保育給付認定保護者等」という。)の承諾を

得て、当該書面等に記載すべき事項 (以下こ

の条において「記載事項」という。)を電子

情報処理組織 (特定教育 i保育施設等の使用

に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保

護者等の使用に係る電子計算機 とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。)を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法で

あつて次に掲げるもの (以下この条において

「電磁的方法」という。)により提供するこ

とができる。この場合において、当該特定教

育・録育施設等は、当該書面等を交付または

提出したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のう

ちアまたはイに掲げるもの

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者等

の使用に係る電子計算機とを接続する

電気通信回線を通じて送信 し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法

イ 特定教育。保育施設等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じ

て教育・保育給付認定保護者等の閲覧に

供 し、教育・保育給付認定保護者等の使

用に係る電子計算機に備えられた当該

教育・保育給付認定保護者等のファイル

に当該記載事項を記録する方法 (電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾また

は受けない旨の申出をする場合にあっ

改正前改正後
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ては、特定教育 。保育施設等の使用に係

る電子計算機に備えられたフアイルに

その旨を記録する方法)

(2)電磁的記録媒体 (電磁的記録に係る記

録媒体をいう。)をもつて調製するファイ

ルに記載事項を記録したものを交付する

方法

前項各号に掲げる方法は、教育。保育給付

認定保護者等がフアイ″への記録を出力す

ることによる文書を作成することができる

ものでなければならない。

特定教育・保育施設等は、第2項の規定に

より記載事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ、当該記載事項を提供する教育・録

育給付認定保護者等に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類やよび内容を示し、|

文書または電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。

(1)第 2項各号に規定する方法のうち特定

教育 l保育施設等が使用するもの

(2)フ アイォレヘの記録の方式

前項の規走による承諾を得た特定教育。保

育施設等は、当該教育。保育給付認定保護者

等から文書または電磁的方法により、電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があ?
たときは、当該教育 4保育給付認定保護者等

に対し、第 2項に規定する記載事項の提供を

電磁的方法によつてしてはならない。ただ

し、当該教育 。保育給付認定保護者等が再ぴ

前項の規定による承諾をした場合は、この限

りでない。

第2項から第5項までの規定は、この条例

の規定による書面等による同意の取得にっ

し`て準用する。この場合において、第2項中

「書面等の交付または提出」とあり、ゃよび

「書面等に記載すべき事項 (以下この条にお

いて「記載事項」という。)Jと あるのは「書

面等による同意」と、「第 4項」とあるのは

3

4

6

改正後 改正前
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「第 6項において準用する第 4項」と、 F提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を

交付または提出した」とあるのは「書面等に

よる同意を得た」と、「記載事項」とあるの

は「同意に関する事項」と、「提供を受ける」

とあるのは「同意を行 う」と、「受けない」

とあるのは「行わない」と、「交付する」と

あるのは「得る」と、第 3項中「前項各号」

とあるのは「第 6項において準用する前項各

号」と、第 4項中「第 2項」とあるのは「第

6項において準用する第 2項」と、「記載事

項を提供 しよう」とあるのは「同意を得よう」

と、「記載事項を提供する」とあるのは「同

意を得ようとする」と、同項第 1号中「第 2

項各号」とあるのは「第 6項において準用す

る第 2項各号」と、第 5項中「前項」とある

のは「第 6項において準用する前項」と、「提

供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第 2項に規定する記載事項の提供」と

あるのは「この条例の規定による書面等によ

る同意の取得」と読み替えるものとする。

改正前改正後

付 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 23条の改正規定は令和 6年 4月 1日 から施

行する。
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議第 9号

1営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の事
地方教育行政の組織及び運

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日6年、2月 20日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにうき議決を求めることにつ

ヤヽ て

令和 5年度草争市下般会計補正予算に対する意見を市長に申し出るにつき、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号 )第 29条の規定に基づ

き、本委員会の議決を求める。

記河

意見  特になし
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.・ 令不H5年度

■般会計補正予算

概要書

令不百6年 2月 20日 開催

定例教育委員会資料
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令和5年度草津市一般会計補正予算

一般会計 (歳出 ) (単位 :千円)

Ｉ
∞
０
１

教育総務課

教育総務課

所管課

小学校費

小学校費

項

学校建設費

学校管理費

目

小学校建設事業費

小学校大規模改造費

小学校施設維持管理費

小学校施設維持管理費

事務事業名

123,049

414,291

現計予算額

△ 95,391

△ 150,306

補正予算額

(国 )

(債 )

(線 )

(― )

△ 13,963

△ 78,500

△ 24,000

21,072

(国)

(債 )

(繰 )

(― )

△ 14,164

△ 53,200

△ 15,000

△ 68,442

本年度当初予算に措置された下記事業を令和4
年度からの繰越予算で執行したため減額。
・ 南笠東小学校トイレ改修工事
・ 志津南小学校体育館トイレ改修工事

本年度当初予算に措置された下記事業を令和4
年度からの繰越予算で執行したため減額ど
,笠縫東小学校他空調設備更新工事 他1件

電気使用料金を実績額に合わせて減額。

設計業務委託料等の執行残の減額。
:矢倉小学校他外部鉄部改修工事実施設計業務

仮設校舎建築に伴う入札執行残の減額。
・ 志津小学校仮設校舎リース料

説 明



「
令不回5年度車津市二般会計補■予算

一般会計 (歳出) (単位 :千 円)

―
∞
Ｐ
Ｉ

教育総務課

教育総務課

教育総務課

所管課

中学校費

中学校費

中学校費

項

学校建設費

学校建設費

学校管理費

中学校建設事業費

中学校校舎等整備費

中学校建設事業費

中学校大規模改造費

中学校施設維持管理費

中学校施設維持管理費

事務事業名

1,705

123,290

2421440

現計予算額

7,306

2,004

△ 63,352

補正予算額

(国 )

(債 )

(他 )

(― )

1,463

4,500

0

1,343

(国 )

(債 )

(他 )

(一 )

9,635

13,100

△ 24,000

31269

(国 )

(債)

(他 )

(― )

△ 7,850

△ 51,700

△ 20,000

15,698

国交付金の追加内示に伴う、令和6年度事業の

彦秦
~

国交付金の追加内示に伴うⅢ令和6年度事業の
前倒し計上による増額。
・ 玉川中学校特別教室棟 `体育館トイレ改修工事、監

理業務

本年度当初予算に措置された下記事業を
らの繰越:予算で執行したため減額

令和4
か

新堂中学校グラウンド改修工事、監理業務

設計業務委託料の入札執行残の
打玉川中学校特別教室棟二体育館ト

設計業務

減額。
ィレ改修工事実施

国交付金の追加内示に伴う、令和0年度事業の

前倒し計上による増額。
」松原中学校非構造部材改修2期工事、監理業務

本年度当初予算に措置された下記事業を令和4
年度からの繰越予算で執行したため減額。
・ 玉川中学校他空調設備更新工事 他2件

電気使用料金を実績額に合わせて減額。

設計業務委託料および工事請負費の入札執行残

の減額。
・ 松原申学校防球ネット改修ェ事 他2件

説 明



令和5年度車津市一般会計補正予算

一般会計 (歳出 ) (単位 :千 円)

Ｉ
∞
博
Ｌ

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

所管課

社会教育費

社会教育費

社会教育費

社会教育費

社会教育費

項

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

目

文化施設管理費

文化ホール管理運営費

社会教育推進費

家庭教育推進費

社会教育推進費

学習ボランティア推進費

社会教育推進費

社会教育推進事業費

地域協働合校推進費

地域協働合校推進費

事務事業名

306,335

486

130

1,555

81233

現計予算額

?45,415

△ 150

△ 13

△ 115

0

補正予算額

(国 )

(債 )

(繰 )

(T)

46,377

190,100

△ 2,000

10,938

(県 )

(― )

△ 108

△ 42

(―)  △ 13

(―)  △ 115

(県)

(― )

△ 2,310

2,310

文化ホニル改修工事等の執行残による減額。
国交付金の追加内示に伴う、令和6年度事業の
前倒し計上による増額。
・ アミカホール吊天丼等改修工事

補助金の申請者数減に伴う執行残による減額。

事務費の執行残による減額。

研修不参加による減額。

県補助金の内示額減に伴う財源更正。

説 明



令和o年度草津市T般会計補こ予算

一般会計 (歳出 ) (単位 i千 円)

１
∞
∞
―

歴史文化財課

歴史文化財課

歴史文化財課

スポーツ推進課

スポーツ推進課

所管課

社会教育費

社会教育費

社会教育費

保健体育費

保健体育費

項

文化財保護費i

文化財保護貴

文化財保護費

体育施設費

保健体育総務費

目

史跡ヽ野蕗小野山製鉄遺跡保存整備費

■跡草津断路小野山製鉄遺跡整備費

史跡草津宿本陣保存整備費

史跡車津宿本陣整備費

開発関連遺跡調査費

宅地開発等関連遺跡発掘調査費

社会体育施設管理運営費

社会体育施設管理運営費

スポエツ推進費

各種大会出場者激励金

事務事業名

1,937

8,005

71,513

189,610

1,249

現計予算額

△ 664

△ 3,202

△ 37i151

△ 26,582

255

補正予算額

(‐
二)    △ 664

(国 )

(債 )

(― )

△ 1,692

本 1,300

△ 210

(諸)△ 37,151

(債 )

(繰 )

(― )

△ 25,900

△ 3,000

2,318

(― ) 255

入札執行残による減額。

国の補助金配分額の減による減額。

業務量減による減額。

社会体育施設改修工事の入札執行残による減
額と

競技力の向上およびコロナ収東による出場者の
増による増額。

説 明



令和5年度草津市一般会計補正予算

一般会計 (歳出 ) (単位 :千 円 )

ｒ
∞
ト
ー

南卓津図書館

図書館

草津宿街道交流館

草津宿街道交流館

歴史文化財課

所管課

社会教育費

社会教育費

社会教育費

社会教育費

社会教育費

項

図書館費

図書館費

文化財保護費

文化財保護費

文化財保護費

目

管理運営費

南草津図書館施設管理費

管理運営費

図書館施設管理費

車津宿街道交流館運営費

車津宿街道交流館運営費

史跡車津宿本陣管理費

草津宿街道交流館運営費

芦浦観音寺跡保存整備費

芦浦観音寺跡整備費

事務事業名

37,054

49,790

12,599

24,031

26,936

現計予算額

△ 3,296

△ 7,459

△ 1,620

0

△ 8,884

補正予算額

(債 )

(繰 )

(― )

△ 3,000

△ 1,000

704

(債 )

(一 )

△ 600

△ 6,859

(諸 )

(― )

△ 68

△ 1,552

(使 )

(諸 )

(― )

△ 364

△ 134

498

(国 )

(債 )

(繰 )

△ 4,016

△ 3,500

△ 1,000

△ 368(

施設改修工事等の入札執行残による減額。

光熱水費に合わせて減額。
施設改修工事実施設計業務の入札執行残による
減額。

人件費の執行残による減額。

入館者数の減に伴う入館料の減額による財源更
正 。

国の補助金配分額の減等による減額。

説 明



~́i令
和5年度草津市一般会計補

「
:予算

二般会計 (歳出)
(単位 :千円)

―
∞
ｕ
ｌ

児童生徒支援課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

所管課

教育総務費

中学校費

申学校費

小学校費

小学校費

項

同和教育指導費

教育振興費

教育振興費

教育振興費

教育振興費

目

同和教育指導推進費

同和教育指導推進事務費

中学校就学援助費

中学校特別支援教育就学奨励費

中学校就学援助費

生徒就学援助費

小学校就学援助費

小学校特別支援教育就学奨励費

小学校就学援助費

児童就学援助費

事務事業名

29,481

5,806

42,543

10,978

42;461

現計予算額

△ 10,780

△ 1,417

△ 6,988

本 4!029

△ 11,847

補正予算額

(債 )

(繰 )

(一 )

△ 7,400

△ 1,000

△ 2,380

(国 )

(工 )イ

△ 708

△ 709

(国 )

(一 )

△ 274

△ 6,714

(国 )

(― )

△ 2,014

△ 2,015

(国 )

(‐ )

△ 5

△ 11,842

学校給食無償提供 (1～ 3月 分)に伴う支給不要に

よる減額。  |
支給者数の減に伴う執行残による減額。

説 明

入札執行残による減額も

学校給食無償提供 (1～ 3月 分)に伴う支給不要に

よる減額。             |
支給者数の減に伴う執行残による減額。

学校給食無償提供 (1～ 3月 分)に伴う支給不要に

よる減額。

学校給食無償提供 (1～ 3月 分)に伴う支給不要に

よる減額。
支給者数の減に伴う執行残による減額。



令和5年度草津市一般会計補正予算

一般会計 (歳出 ) (単位 :千 円)

Ｉ
∞
６
Ｉ 学校政策推進課

学校政策推進課

児童生徒支援課

所管課

教育総務費

教育総務費

社会教育費

項

教育指導費

教育指導費

社会同和教育費

目

教育情報化推進費

校務情報化推進費

教育情報化推進費

学校ICT推進費

社会同和教育推進費

人権。同和教育研究大会開催費

事務事業名

24,392

82,618

1,099

現計予算額

△ 323

△ 1,872

△ 200

補正予算額

(国 )

(― )

△ 1,038

715

(諸 )

(― )

△ 1,726

△ 146

(~‐ )    △ 200

利用実績に伴う減額。

大会開催事務費の執行残による減額。

説 明



繰越明許費

(単位 千円)

5,100社会体育施設整備事:業費保健体育費教育費

272,900文化施設管理費社会教育費教育費

123,600中学校建設事業費中学校費教育費

21,C00中学校施設維持管理費中学校費教育費

金 額事  業 名項款

(

／
１
、
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